
大分県地域医療構想調整会議設置要綱

（設置）
第１条 大分県は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、地域
医療構想（同法第３０条の４第２項第７号に規定する「地域医療構想」をいう。以下同じ。）の
達成を推進するために必要な協議を行うため、大分県地域医療構想調整会議（以下「県調整会
議」という。）を設置する。

（協議事項）
第２条 県調整会議は、次の事項について協議する。
（１）構想区域（同号に規定する「構想区域」をいう。以下同じ。）ごとに設置している地域医

療構想調整会議（以下、「構想区域調整会議」という。）の議論の進捗状況に関すること
（２）構想区域を越えた広域での調整が必要な事項に関すること
（３）その他の地域医療構想の推進に関すること

（委員）
第３条 県調整会議は、次に掲げる者のうちから大分県知事が委嘱する者を委員として組織する。
（１）構想区域調整会議の議長
（２）診療に関する学識経験者の団体
（３）その他の医療関係者
（４）医療保険者
（５）その他の関係者

（任期）
第４条 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。

（議長及び副議長）
第５条 県調整会議に議長及び副議長を置く。
２ 議長及び副議長は、委員の互選によって定める。
３ 議長は、会務を総理し、県調整会議を代表する。
４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
５ 副議長は、議長が議事に関し直接の利害関係者となる場合には、当該議事に関し、その職
務を代理する。

（設置期間）
第６条 県調整会議の設置期間は、この要綱の施行の日から地域医療構想の達成までとする。

（会議）
第７条 県調整会議は議長が招集する。
２ 県調整会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３ 議長は委員の代理を認めることができる。
４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがで
きる。

（部会）
第８条 県調整会議に、専門の事項を調査審議させるため、議長が必要と認めるときは、部会を
置くことができる。

（庶務）
第９条 県調整会議の庶務は、福祉保健部医療政策課において行う。

（雑則）
第１０条 この要綱に定めるもののほか、県調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が県調整
会議に諮って定める。

附 則
この要綱は、令和元年６月２０日から施行する。


